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はじめに 

東京都では、都民の皆様が、安心して質の高い福祉・医療サービスを利用す

ることができるよう、福祉局指導監査部と保健医療局保健政策部が連携し、事

業者や医療機関に対して、法令基準等に基づき適正にサービス等を提供するよ

う指導を行うとともに、サービスの質の向上に向けた育成にも取り組んでいま

す。 

不適正なサービスの提供や、介護・診療報酬請求等に関する悪質な法令違反

を行った事業者等に対しては、改善勧告等の指導や、改善命令・指定取消など

の行政処分を行っています。特に、緊急性や重大性の高い、サービス現場にお

ける虐待、職員配置不足や不正請求などの案件に対しては、運営主管部や区市

町村と連携した迅速な対応を行っているところです。 

また、令和５年度以降は、「社会福祉施設等に対する指導検査業務システム」

を本格運用し、事業者等及び行政双方の事務負担軽減や利便性向上を図る取組

を着実に進めています。 

この報告書は、令和６年度に実施した指導検査結果について取りまとめたもの

であり、適正な事業運営の一助となるよう、指摘事項を中心に整理しています。

事業者や医療機関の皆様には、問題の早期発見と自主的な改善に向けて、本報

告書をご活用いただけますと幸いです。 
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(注) Ⅱ及びⅢの「検査(指導)実施状況」並びにⅥ資料１における対象数及び 

実地検査数等について 

 対象数は中核市である八王子市に所在する施設・事業所を除く令和６年４月１

日現在の数を基本とし、実地検査数(実地指導数)及び個別指導数は令和６年度

に実施した数を記載しています。 

 

(注) Ⅱの「検査(指導)実施状況」における主な指摘事項について 

主な指摘事項について、文書指摘事項数が２以下の事項については、特定の施設

に関する詳細が明らかになる可能性があるため、指摘のみの掲載としています。 


